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一宮市緑の基本計画【部分改定】

～水と緑で人がつながる 心ふれあうまち 一宮～

基本理念の実現に向けて 

「緑の基本計画」とは、都市緑地法第 4
条に基づき、市町村が緑の保全や緑化の推
進に関して定める基本的な計画です。 
一宮市では、2009（平成 21）年に策定
した一宮市緑の基本計画を、次の世代へ緑
を継承するための指針として、2020（令和
2）年 6月に改定しました。その後、新型
コロナウィルス感染症の拡大を契機とし
た人々の生活様式や、生物多様性の確保な
どの社会情勢が変化しており、本市におい
ては、緑豊かな都市環境の形成を図るため
「一宮市緑地の保全及び緑化の推進に関
する条例」を施行しました。そのような状
況の中、本計画の推進状況を把握するた
め、2024（令和 6）年に中間評価を行いま
した。この結果などを踏まえ、施策や事業
の見直し、及び新たな事業を追加するた
め、本計画を改定します。 【水と緑のネットワークでつながる将来の一宮市のイメージ】

基
本
理
念

水と緑で人がつながる 心ふれあうまち 一宮
【水】：木曽川や市内を流れる中小河川などの水の軸 
【緑】：社寺林や農地、都市公園などの市民生活に寄り添う緑の拠点
【人】市民をはじめ、市外からの来訪者、民間事業者等の多様な主体

【基本方針①】に基づく施策方針 

【施策方針01】 
水と緑のネットワーク形成と 
生物多様性の確保 

【施策方針02】 
防災・減災に資する 
グリーンインフラの充実 

【基本方針②】に基づく施策方針 

【施策方針03】 
暮らしを豊かにする緑の拠点の創出 

【施策方針04】 
地域の特色を活かした 
水と緑の既存ストックの保全と活用 

【基本方針③】に基づく施策方針 

【施策方針05】 
コンパクトなまちづくりと連携した 
次世代へ継承する緑のまちづくり 

【施策方針06】 
多様な主体との連携・協働の拡大 

緑の基本計画とは

計画における緑とその役割
■計画における“緑”とは
一宮市緑の基本計画における“緑”とは、公園や緑

地、植樹帯、広場などのオープンスペースのほか、河
川やため池などの水辺空間、学校や市役所などの公共
公益施設の緑地、社寺林や農地などの民有緑地など、
都市の緑に関する空間全体とします。 

■緑の“役割”とは
都市における緑が果たす“役割”は主に、環境の保

全や改善、美しく魅力的な景観の形成、まちの防災
機能の向上、まちのにぎわいやレクリエーションの
場の創出などがあり、私たちの生活の質（QOL：
Quality of Life）の向上を図る上で、欠かすことの出
来ないものです。 

環境の保全や改善 

まちの防災機能の向上 

美しく魅力的な景観の形成 

まちのにぎわいや
レクリエーションの場の創出 

（2025（令和７）年 月 部分改定）

【基本方針①】 
“いのちを紡ぐ” 
緑のまちづくり

水と緑のネットワークの形成や生物多様性
の確保、公園や街路樹などのグリーンイン
フラの充実、都市農地の保全を図り、人や生
き物などの多様な種が共存する緑のまちづ
くりを目指します。

【基本方針②】 
“暮らしを織りなす” 
緑のまちづくり 

多様化するニーズやライフスタイルの変化
に対応しながら、市民生活の向上に資する緑
地の充実・活用、多世代が交流できる緑地空
間を創出し、豊かで快適な暮らしができる緑
のまちづくりを目指します。 

【基本方針③】 
“ともに育てる” 
緑のまちづくり 

一宮市の緑を次世代へ継承するため、市民や
民間事業者等との連携・協働、都市公園法な
どの改正による新たな取組みを進めながら、
多様な主体が一体となって緑をともに育て、
活用する緑のまちづくりを目指します。 

（２）計画の基本的な考え方（基本理念と基本方針） （１）計画の基本事項 
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（３）部分改定の方針（考え方）と主な改定内容 
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（４）施策の体系【部分改定版】


